
6-2-1 北海道の地震活動

（１）海溝型

Ａ： 色丹島沖および択捉島沖

Ｂ： 根室沖

Ｃ： 十勝沖

Ｄ： 青森県東方沖及び岩手県沖北部

Ｅ： 北海道北西沖

Ｆ： 北海道西方沖

Ｇ： 北海道南西沖

Ｈ： 青森県西方沖
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（２）活断層 

 
１ ： 標津断層帯 
２ ： 十勝平野断層帯 
３ ： 富良野断層帯 
４ ： 増毛山地東縁断層帯・沼田−砂川付近の断層帯 
５ ： 当別断層 
６ ： 石狩低地東縁断層帯 
７ ： 黒松内低地断層帯 
８ ： 函館平野西縁断層帯 
９ ： サロベツ断層帯 
１０： 幌延断層帯 
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6-3-2 上ノ国町津波避難計画 
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第１章 総則 

 

１ 目的 

  上ノ国町津波避難計画（以下、「本計画」という。）は、地震・津波の発生直後から津波が終息する

までの概ね数時間から十数時間の間において、住民の生命、身体の安全を確保するための避難計画で

ある。本計画は、「津波から命を守るため、早く避難するためにはどうしたら良いか」といった観点か

ら作成するものとする。そのため、避難場所における被災者支援の内容にまでは言及しないものとす

る。 

 

２ 計画の修正 

  本計画は、科学的知見を反映した被害想定の見直し等の津波防災対策の実施や社会条件の変化に応

じるとともに、津波避難訓練で明らかになった課題等を踏まえ、これを修正する。 

 

３ 想定する津波浸水想定 

  本計画は、北海道が平成29年２月に公表した北海道日本海沿岸の津波浸水想定（最大クラスの津波

を想定し、その津波があった場合に想定される浸水の区域及び水深を設定したもの。以下「津波浸水

想定」という。）に基づくものとする。 

津波断層のモデルの概要 

対象地震 F17 F18 

想定地震の規模 モーメントマグニチュード7.8 モーメントマグニチュード7.7 

概要 説明 国の報告書により設定された津波断層

モデルF17モデルをベースに、大すべり

域を１つに繋げたモデルを設定 

国の報告書により設定された津波断層

モデルF18モデルをベースに、大すべり

域を１つに繋げたモデルを設定 

 波源域

と地殻

変動量 

     波源域        地殻変動量 

 

     波源域        地殻変動量 

 

 北海道「北海道日本海沿岸の津波浸水想定について（解説）」（北海道、平成29年２月） 
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４ 用語の定義 

  本計画において使用する用語の意味は、次のとおりとする。 

用語 意味 

（１） 津波浸水想定区域 想定する津波が陸上に遡上した場合に、浸水する陸域の範囲をいう。 

（２） 避難対象地域 津波が発生した場合に避難が必要な地域で、町が指定するものをい

う。 

（３） 避難目標地点 津波の危険から、最も早く、生命の安全を確保するために避難対象地

域の外に定める地点をいう。 

（４） 避難路、避難経路 避難するための経路で、町や住民等が指定・設定するものをいう。 

（５） 避難場所 津波の危険から避難するために、避難対象地域の外に町が指定するも

のをいう。 

（６） 避難困難地域 津波の到達時間までに避難対象地域の外、又は避難場所まで避難する

ことが困難な地域をいう。 

（７） 避難ビル 避難困難地域の避難者や逃げ遅れた人が緊急避難する建物で、町又は

自主防災組織等が指定又は設定するものをいう。 

※（４）を総称して「避難経路」、（３）、（５）、（７）を総称して「避難先」という。 
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第２章 避難計画 

 

１ 津波到達予想時間の設定 

  津波到達予想時間は、津波浸水想定に基づき設定されたものである。 

 

 

代表点 津波断層モデル 最大遡上高 第１波到達時間 

天の川河口 
F17 9.06ｍ 13分 

F18 8.83ｍ ７分 

大崎 
F17 8.36ｍ ９分 

F18 10.41ｍ ４分 

大安在 
F17 10.60ｍ 10分 

F18 10.45ｍ ４分 

汐吹漁港 
F17 9.82ｍ 10分 

F18 11.42ｍ ４分 

石崎 
F17 10.87ｍ ９分 

F18 6.87ｍ ４分 

 ※地震の発生場所、規模等により予測を超える高さの津波や予測時間よりも早く津波が到達する可能

性がある。 

 

２ 津波避難計画 

  避難対象地域、避難目標地点、避難経路、避難場所、避難困難地域等は、次表のとおりとする。 
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（１）向浜地区 

①避難対象地域 
地区名 世帯数 人口 

向浜地区 23世帯 40人 

令和３年１月31日時点 

②想定される津波 代表点 天の川河口 

津波断層モデル F17 F18 

津波到達時間（第１波） 13分 ７分 

最大遡上高 9.06ｍ 8.83ｍ 

 

③避難情報 

避難目標地点 避難所要 
時間 

（最大） 

避難経路 

名称 標高 路線名称 幅員 

砂館神社前 ５ｍ 12分 
町道向浜線 3.0ｍ 

町道中崎向浜線 5.5ｍ 

味処夷王亭付近（国道228号） ４ｍ 12分 

町道記念道路１号線 5.5ｍ 

町道中崎向浜線 5.5ｍ 

町道新中崎団地線 3.0ｍ 

その他の道路  

   ※１ 避難所要時間：徒歩による避難として、歩行速度を60m/分として算出 

   ※２ 避難経路：避難目標地点までの最短経路として選択 

避難困難区域 

F17（８分以上） ８分～12分の範囲（避難マップ参照） 

F18（２分以上） ２分～12分の範囲（避難マップ参照） 

   ※ 避難困難地域：避難目標地点までの避難所要時間が、「津波到達時間」―「避難準備時間

（５分）」以上の地域とする。 

避難場所 

名称 標高 避難可能人員 

北村コミュニティセンター ５ｍ 100人 

上ノ国高等学校 ４ｍ 1,052人 

大留生活改善センター ３ｍ 71人 

       ※避難収容可能人員：一人当たりの避難有効面積を1.5m2として算出 

④その他 

（１）避難ビル：無 

（２）要配慮者利用施設：無 
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（２）北村地区 

①避難対象地域 
地区名 世帯数 人口 

北村地区 264世帯 479人 

令和３年１月31日時点 

②想定される津波 代表点 天の川河口 
津波断層モデル F17 F18 

津波到達時間（第１波） 13分 ７分 

最大遡上高 9.06ｍ 8.83ｍ 

 

③避難情報 

避難目標地点 避難所要 
時間 

（最大） 

避難経路 

名称 標高 路線名称 幅員 

タケダオートサービス前（国道228号） 15ｍ ９分 
町道向浜海岸線 4.0ｍ 

その他の道路  

旧松谷商店前（国道228号） ５ｍ ９分 
町道向浜線 3.0ｍ 

町道向浜海岸線 4.0ｍ 

   ※１ 避難所要時間：徒歩による避難として、歩行速度を60m/分として算出 

   ※２ 避難経路：避難目標地点までの最短経路として選択 

避難困難区域 

F17（８分以上） ８分～９分の範囲（避難マップ参照） 

F18（２分以上） ２分～９分の範囲（避難マップ参照） 

   ※ 避難困難地域：避難目標地点までの避難所要時間が、「津波到達時間」―「避難準備時間

（５分）」以上の地域とする。 

避難場所 

名称 標高 避難可能人員 

北村コミュニティセンター ５ｍ 100人 

       ※ 避難収容可能人員：一人当たりの避難有効面積を1.5m2として算出 

④その他 

（１）避難ビル：無 

（２）要配慮者利用施設：無 
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（３）中央区地区・大留地区 

①避難対象地域 

地区名 世帯数 人口 

中央区地区 125世帯 270人 

大留地区 511世帯 1,047人 

令和３年１月31日時点 

②想定される津波 代表点 天の川河口 
津波断層モデル F17 F18 

津波到達時間（第１波） 13分 ７分 

最大遡上高 9.06ｍ 8.83ｍ 

 

③避難情報 

避難目標地点 避難所要 
時間 

（最大） 

避難経路 

名称 標高 路線名称 幅員 

味処夷王亭付近（国道228号） ４ｍ 11分 

町道記念道路１号線 5.5ｍ 

町道上ノ国北村線 5.5ｍ 

町道中崎向浜線 5.5ｍ 

上ノ国郵便局付近（国道228号） ４ｍ ６分 

町道中央団地線 4.0ｍ 

町道中央通学線 4.0ｍ 

町道上ノ国北村線 5.5ｍ 

その他の道路  

役場前駐車場 ４ｍ ５分 
国道228号 20ｍ 

その他の道路  

上ノ国小学校前（国道228号） ４ｍ ８分 

町道中央通学線 4.0ｍ 

町道上ノ国北村線 5.5ｍ 

その他の道路  

   ※１ 避難所要時間：徒歩による避難として、歩行速度を60m/分として算出 

   ※２ 避難経路：避難目標地点までの最短経路として選択 

避難困難区域 

F17（８分以上） ８分～11分の範囲（避難マップ参照） 

F18（２分以上） ２分～11分の範囲（避難マップ参照） 

   ※ 避難困難地域：避難目標地点までの避難所要時間が、「津波到達時間」―「避難準備時間

（５分）」以上の地域とする。 
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避難場所 

名称 標高 避難可能人員 

上ノ国高等学校 ４ｍ 1,052人 

大留生活改善センター ３ｍ 71人 

上ノ国町総合福祉センター ３ｍ 323人 

上ノ国町スポーツセンター ６ｍ 695人 

上ノ国中学校 ３ｍ 1,001人 

   ※ 避難収容可能人員：一人当たりの避難有効面積を1.5m2として算出 

④その他 

（１）避難ビル：無 

（２）要配慮者利用施設：上ノ国中学校、上ノ国小学校、上ノ国町子ども支援センター、 

上ノ国歯科診療所 
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（４）上ノ国地区 

①避難対象地域 
地区名 世帯数 人口 

上ノ国地区 228世帯 429人 

令和３年１月31日時点 

②想定される津波 代表点 天の川河口 
津波断層モデル F17 F18 

津波到達時間（第１波） 13分 ７分 

最大遡上高 9.06ｍ 8.83ｍ 

 

③避難情報 

避難目標地点 避難所要 
時間 

（最大） 

避難経路 

名称 標高 路線名称 幅員 

のんびりお月さま公園付近 

（国道228号） 
８ｍ ６分 

町道上ノ国北村線 4.0ｍ 

その他の道路  

上ノ国診療所付近（国道228号） ４ｍ ５分 

町道上ノ国中通線 3.0ｍ 

町道上ノ国川尻線 3.0ｍ 

町道上ノ国北村線 4.0ｍ 

清浄寺付近（国道228号） ６ｍ ４分 
町道上ノ国北村線 4.0ｍ 

国道228号 15.0ｍ 

上国寺付近（国道228号） ６ｍ ４分 
国道228号 15.0ｍ 

町道大澗漁港２号線 5.5ｍ 

大澗駐車帯（国道228号）（避難階段） 24ｍ ４分 町道大澗漁港２号線 5.5ｍ 

   ※１ 避難所要時間：徒歩による避難として、歩行速度を60m/分として算出 

   ※２ 避難経路：避難目標地点までの最短経路として選択 

避難困難区域 

F17（８分以上） 無 

F18（２分以上） ２分～６分の範囲（避難マップ参照） 

   ※ 避難困難地域：避難目標地点までの避難所要時間が、「津波到達時間」―「避難準備時間

（５分）」以上の地域とする。 

避難場所 

名称 標高 避難可能人員 

上ノ国町高齢者能力活用センター ４ｍ 84人 

花沢公園 ７ｍ 屋外 

夷王山駐車場 175ｍ 屋外 

大澗駐車帯（国道228号） 26ｍ 屋外 

   ※ 避難収容可能人員：一人当たりの避難有効面積を1.5m2として算出 
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④その他 

（１）避難ビル：無 

（２）要配慮者利用施設：グループホームおだやか、認知症高齢者グループホーム勝山、特

別養護老人ホームかみのくに荘、特別養護老人ホームかみのくに荘

短期入所生活介護事業所、上ノ国診療所 
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（５）原歌地区 

①避難対象地域 
地区名 世帯数 人口 

原歌地区 26世帯 40人 

令和３年１月31日時点 

②想定される津波 代表点 大崎 
津波断層モデル F17 F18 

津波到達時間（第１波） ９分 ４分 

最大遡上高 8.36ｍ 10.41ｍ 

 

③避難情報 

避難目標地点 避難所要 
時間 

（最大） 

避難経路 

名称 標高 路線名称 幅員 

日本海情報交流館「文珠」入口 40ｍ ４分 町道原歌線 5.5ｍ 

原歌生活改善センター前 ９ｍ ５分 

町道原歌東線 3.0ｍ 

町道原歌西線 3.0ｍ 

町道原歌線 5.5ｍ 

原歌地区避難路 12ｍ ３分 町道原歌西線 3.0ｍ 

宮寿司付近（国道228号） 34ｍ ５分 町道原歌線 5.5ｍ 

   ※１ 避難所要時間：徒歩による避難として、歩行速度を60m/分として算出 

   ※２ 避難経路：避難目標地点までの最短経路として選択 

避難困難区域 

F17（４分以上） ４分～５分の範囲（避難マップ参照） 

F18（０分以上） ０分～５分の範囲（避難マップ参照） 

   ※ 避難困難地域：避難目標地点までの避難所要時間が、「津波到達時間」―「避難準備時間

（５分）」以上の地域とする。 

避難場所 

名称 標高 避難可能人員 

原歌生活改善センター ９ｍ 42人 

日本海情報交流館「文珠」 40ｍ 96人 

原歌取付道路（国道228号） 36ｍ 屋外 

国道228号（宮寿司付近） 34ｍ 屋外 

  ※ 避難収容可能人員：一人当たりの避難有効面積を1.5m2として算出 

④その他 

（１）避難ビル：無 

（２）要配慮者利用施設：無 
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（６）木ノ子地区 

①避難対象地域 
地区名 世帯数 人口 

木ノ子地区 99世帯 188人 

令和３年１月31日時点 

②想定される津波 代表点 大安在 
津波断層モデル F17 F18 

津波到達時間（第１波） 10分 ４分 

最大遡上高 10.60ｍ 10.45ｍ 

 

③避難情報 

避難目標地点 避難所要 
時間 

（最大） 

避難経路 

名称 標高 路線名称 幅員 

町道木ノ子浄水場線（避難階段） 14ｍ ４分 

町道小安在川沿線 4.0ｍ 

町道小安在２号線 3.0ｍ 

町道小安在線 4.0ｍ 

木ノ子郵便局裏山（避難階段） 12ｍ ５分 
町道扇石木ノ子線 5.5ｍ 

町道小安在線 4.0ｍ 

光明寺裏山（墓地） 32ｍ ４分 

町道木ノ子寺ノ沢線 3.0ｍ 

町道扇石木ノ子線 5.5ｍ 

その他の道路  

稲荷神社裏山（避難階段） 12ｍ ４分 
町道扇石木ノ子線 5.5ｍ 

その他の道路  

タンコウノ沢線（中腹） 20ｍ ５分 
町道扇石木ノ子線 5.5ｍ 

タンコウノ沢線 5.5ｍ 

滝沢小学校裏山（避難階段） 12ｍ ５分 町道扇石木ノ子線 5.5ｍ 

   ※１ 避難所要時間：徒歩による避難として、歩行速度を60m/分として算出 

   ※２ 避難経路：避難目標地点までの最短経路として選択 

避難困難区域 

F17（５分以上） 無 

F18（０分以上） ０分～５分の範囲（避難マップ参照） 

   ※ 避難困難地域：避難目標地点までの避難所要時間が、「津波到達時間」―「避難準備時間

（５分）」以上の地域とする。 
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避難場所 

名称 標高 避難可能人員 

木ノ子浄水場 82ｍ 屋外 

町道木ノ子浄水場線 ― 屋外 

木ノ子郵便局裏山（国道228号） 38ｍ 屋外 

光明寺裏山（墓地） 32ｍ 屋外 

稲荷神社裏山（国道228号） 42ｍ 屋外 

タンコウノ沢線（国道228号） 46ｍ 屋外 

滝沢小学校裏山（国道228号） 46ｍ 屋外 

   ※ 避難収容可能人員：一人当たりの避難有効面積を1.5m2として算出 

④その他 

（１）避難ビル：無 

（２）要配慮者利用施設：無 
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（７）扇石地区 

①避難対象地域 
地区名 世帯数 人口 

扇石地区 102世帯 178人 

令和３年１月31日時点 

②想定される津波 代表点 大安在 
津波断層モデル F17 F18 

津波到達時間（第１波） 10分 ４分 

最大遡上高 10.60ｍ 10.45ｍ 

 

③避難情報 

避難目標地点 避難所要 
時間 

（最大） 

避難経路 

名称 標高 路線名称 幅員 

扇石地区第１避難階段 10ｍ ３分 町道扇石木ノ子線 5.5ｍ 

扇石地区第２避難階段 10ｍ ３分 町道扇石木ノ子線 5.5ｍ 

扇石地区第３避難階段 10ｍ ４分 町道扇石木ノ子線 5.5ｍ 

扇石地区第４避難階段 12ｍ ３分 町道扇石木ノ子線 5.5ｍ 

扇石地区多目的集会施設 14ｍ ３分 
町道扇石木ノ子線 5.5ｍ 

町道扇石線 5.5ｍ 

   ※１ 避難所要時間：徒歩による避難として、歩行速度を60m/分として算出 

   ※２ 避難経路：避難目標地点までの最短経路として選択 

避難困難区域 

F17（５分以上） 無 

F18（０分以上） ０分～５分の範囲（避難マップ参照） 

   ※ 避難困難地域：避難目標地点までの避難所要時間が、「津波到達時間」―「避難準備時間

（５分）」以上の地域とする。 

避難場所 

名称 標高 避難可能人員 

扇石地区第１避難階段（国道228号） 64ｍ 屋外 

扇石地区第２避難階段（国道228号） 60ｍ 屋外 

扇石地区第３避難階段（国道228号） 51ｍ 屋外 

扇石地区第４避難階段（国道228号） 46ｍ 屋外 

扇石地区多目的集会施設 14ｍ 76人 

愛宕神社裏（国道228号） 33ｍ 屋外 

       ※ 避難収容可能人員：一人当たりの避難有効面積を1.5m2として算出 

④その他 

（１）避難ビル：無 

（２）要配慮者利用施設：滝沢小学校 
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（８）汐吹地区 

①避難対象地域 
地区名 世帯数 人口 

汐吹地区 123世帯 236人 

令和３年１月31日時点 

②想定される津波 代表点 汐吹漁港 
津波断層モデル F17 F18 

津波到達時間（第１波） 10分 ４分 

最大遡上高 9.82ｍ 11.42ｍ 

 

③避難情報 

避難目標地点 避難所要 
時間 

（最大） 

避難経路 

名称 標高 路線名称 幅員 

愛宕神社裏（避難階段） 18ｍ ５分 
町道汐吹扇石線 4.0ｍ 

その他の道路  

照光寺裏（墓地） 27ｍ ４分 
町道汐吹扇石線 4.0ｍ 

その他の道路  

汐吹地区第１避難階段 10ｍ ３分 
町道汐吹扇石線 4.0ｍ 

その他の道路  

汐吹地区第２避難階段 10ｍ ３分 
町道汐吹扇石線 4.0ｍ 

その他の道路  

汐吹地区第３避難階段 14ｍ ３分 
町道汐吹扇石線 4.0ｍ 

町道汐吹浜中線 3.0ｍ 

汐吹地区第４避難階段 16ｍ ４分 
町道汐吹扇石線 4.0ｍ 

町道汐吹浜中線 3.0ｍ 

汐吹生活館 30ｍ ４分 町道汐吹扇石線 4.0ｍ 

   ※１ 避難所要時間：徒歩による避難として、歩行速度を60m/分として算出 

   ※２ 避難経路：避難目標地点までの最短経路として選択 

避難困難区域 

F17（５分以上） 無し 

F18（０分以上） ０分～５分の範囲（避難マップ参照） 

   ※ 避難困難地域：避難目標地点までの避難所要時間が、「津波到達時間」―「避難準備時間

（５分）」以上の地域とする。 
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避難場所 

名称 標高 避難可能人員 

愛宕神社裏 33ｍ 屋外 

照光寺裏（墓地） 27ｍ 屋外 

汐吹地区第１避難階段（汐吹地区緑地公園）  30ｍ 屋外 

汐吹地区緑地公園 46ｍ 屋外 

汐吹地区第２避難階段（国道228号） 39ｍ 屋外 

汐吹地区第３避難階段（国道228号） 30ｍ 屋外 

汐吹生活館 30ｍ 106人 

       ※ 避難収容可能人員：一人当たりの避難有効面積を1.5m2として算出 

④その他 

（１）避難ビル：無 

（２）要配慮者利用施設：無 
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（９）大崎地区 

①避難対象地域 
地区名 世帯数 人口 

大崎地区 59世帯 108人 

令和３年１月31日時点 

②想定される津波 代表点 大崎 
津波断層モデル F17 F18 

津波到達時間（第１波） ９分 ４分 

最大遡上高 8.36ｍ 10.41ｍ 

 

③避難情報 

避難目標地点 避難所要 
時間 

（最大） 

避難経路 

名称 標高 路線名称 幅員 

大崎地区避難階段 10ｍ ４分 町道大崎漁港２号線 5.5ｍ 

大崎地区避難階段 10ｍ ４分 町道大崎漁港線 4.0ｍ 

   ※１ 避難所要時間：徒歩による避難として、歩行速度を60m/分として算出 

   ※２ 避難経路：避難目標地点までの最短経路として選択 

避難困難区域 

F17（４分以上） 無し 

F18（０分以上） ０分～４分の範囲（避難マップ参照） 

   ※ 避難困難地域：避難目標地点までの避難所要時間が、「津波到達時間」―「避難準備時間

（５分）」以上の地域とする。 

避難場所 

名称 標高 避難可能人員 

大崎生活改善センター 34ｍ 63人 

   ※ 避難収容可能人員：一人当たりの避難有効面積を1.5m2として算出 

④その他 

（１）避難ビル：無 

（２）要配慮者利用施設：無 
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（10）石崎地区 

①避難対象地域 
地区名 世帯数 人口 

石崎地区 188世帯 299人 

令和３年１月31日時点 

②想定される津波 代表点 石崎 
津波断層モデル F17 F18 

津波到達時間（第１波） ９分 ４分 

最大遡上高 10.87ｍ 6.87ｍ 

 

③避難情報 

避難目標地点 避難所要 
時間 

（最大） 

避難経路 

名称 標高 路線名称 幅員 

町道石崎長内線（避難路） 19ｍ ３分 

町道石崎元町線 3.0ｍ 

町道石崎浜町線 2.0ｍ 

国道228号 10.0ｍ 

石崎地区避難階段 16ｍ ８分 

町道石崎元町線 3.0ｍ 

町道石崎寺町線 3.0ｍ 

町道石崎新町寺町線 1.9ｍ 

町道喜楽町線 3.0ｍ 

町道石崎横町線 3.0ｍ 

町道石崎会館線 3.0ｍ 

国道228号 10.0ｍ 

法香寺（墓地） 12ｍ 11分 

町道石崎長内線 3.0ｍ 

町道石崎寺町線 3.0ｍ 

町道石崎新町寺町線 1.9ｍ 

町道石崎新町線 5.5ｍ 

町道石崎横町線 3.0ｍ 

町道石崎新町２号線 2.6ｍ 

町道石崎元町線 3.0ｍ 

町道石崎宮前線 3.0ｍ 

町道石崎通学線 3.0ｍ 

道道石崎松前線 10.0ｍ 

国道228号 10.0ｍ 

石崎住宅児童公園 19ｍ 11分 

町道石崎宮前線 3.0ｍ 

町道石崎通学線 3.0ｍ 

町道石崎線 4.0ｍ 

道道石崎松前線 10.0ｍ 
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③避難情報 

避難目標地点 避難所要 
時間 

（最大） 

避難経路 

名称 標高 路線名称 幅員 

道道石崎松前線（松前町方面） ９ｍ 11分 道道石崎松前線 10.0ｍ 

比石の館跡 15ｍ ９分 

町道館ノ下線 3.0ｍ 

町道石崎臨港線 5.5ｍ 

町道館野大曲線 3.0ｍ 

国道228号 10.0ｍ 

その他の道路  

   ※１ 避難所要時間：徒歩による避難として、歩行速度を60m/分として算出 

   ※２ 避難経路：避難目標地点までの最短経路として選択 

避難困難区域 

F17（４分以上） ４分～11分の範囲（避難マップ参照） 

F18（０分以上） ０分～11分の範囲（避難マップ参照） 

   ※ 避難困難地域：避難目標地点までの避難所要時間が、「津波到達時間」―「避難準備時間

（５分）」以上の地域とする。 

避難場所 

名称 標高 避難可能人員 

石崎地区集会施設 27ｍ 69人 

町道石崎長内線 ― 屋外 

法香寺（墓地） 12ｍ 屋外 

石崎住宅児童公園 19ｍ 屋外 

比石の館跡 15ｍ 屋外 

   ※ 避難収容可能人員：一人当たりの避難有効面積を1.5m2として算出 

④その他 

（１）避難ビル：無 

（２）要配慮者利用施設：石崎診療所、石崎歯科診療所 
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（11）小砂子地区 

①避難対象地域 
地区名 世帯数 人口 

小砂子地区 60世帯 115人 

令和３年１月31日時点 

②想定される津波 代表点 石崎 
津波断層モデル F17 F18 

津波到達時間（第１波） ９分 ４分 

最大遡上高 10.87ｍ 6.87ｍ 

 

③避難情報 

避難目標地点 避難所要 
時間 

（最大） 

避難経路 

名称 標高 路線名称 幅員 

小砂子地区避難階段 18ｍ ７分 

小砂子下町線 3.0ｍ 

小砂子漁港線 4.0ｍ 

その他の道路  

   ※１ 避難所要時間：徒歩による避難として、歩行速度を60m/分として算出 

   ※２ 避難経路：避難目標地点までの最短経路として選択 

避難困難区域 

F17（４分以上） ４分～７分の範囲（避難マップ参照） 

F18（０分以上） ０分～７分の範囲（避難マップ参照） 

   ※ 避難困難地域：避難目標地点までの避難所要時間が、「津波到達時間」―「避難準備時間

（５分）」以上の地域とする。 

避難場所 

名称 標高 避難可能人員 

旧小砂子小学校 45ｍ 301人 

   ※ 避難収容可能人員：一人当たりの避難有効面積を1.5m2として算出 

④その他 

（１）避難ビル：無 

（２）要配慮者利用施設：無 
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３ 避難方法 

  避難方法は、次の理由により円滑な避難ができないおそれがあることから、原則として徒歩による

ものとする。ただし、町は、避難目標地点や避難場所までの距離や高齢者や障がいのある方の存在等

地域の実情に応じ、やむを得ず自動車により避難せざるを得ない場合においては、地域住民の意向を

踏まえ、自動車による安全かつ確実に避難するための方策をあらかじめ検討する。 

 

（徒歩による避難とする理由） 

 （１）家屋の倒壊、落下物等により、車両が通行できないおそれがあるため 

 （２）多くの避難者が自動車等を利用した場合、渋滞や交通事故等が発生し、円滑な避難を妨げるお

それがあるため 

 （３）自動車等が徒歩による避難を妨げるおそれがあるため 

 

４ 避難路及び案内板等の整備の推進 

  津波浸水想定では、数分の間に津波が到達することから、町は、地域住民等が確実に避難目標地点

等に避難できるように、避難路・避難階段の整備と併せてその安全性を点検するとともに、避難時間

短縮のための工夫・改善に努めるものとする。 
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第３章 初動体制（職員の参集等） 

 

１ 連絡・参集体制 

  勤務時間外に津波警報及び津波注意報が発表された場合の職員（消防団を含む。）の連絡・参集体制

は、上ノ国町地域防災計画第５章災害応急対策計画第１節「動員計画」に定めるもののほか、次によ

る。 

（１）平常勤務時の場合（口頭、庁内放送、電話等） 

     

 

（２）夜間休日の場合（電話、防災行政無線、伝達員等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現 地 本 部 長

本 部 長

副 本 部 長

総務対策部長

各 対 策 部 長

各 班 員

（現地本部設置の場合）

町 長

副 町 長

本 部 長 が
指 名 す る 者

各 班 員

各 対 策 部 長 各 班 員

現 地 本 部 長

本 部 長

副 本 部 長

総務対策部長
不在時

防災担当職員

各 対 策 部 長

各 班 員

（現地対策本部設置の場合）

町 長

副 町 長

本 部 長 が
指 名 す る 者

各 班 員

各 対 策 部 長 各 班 員

宿 直 員

指示

（災害情報等の受理）
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２ 配備計画 

（１）配備基準 

配備基準 配備時期 配備体制 担当対策班 

第１非常配備 （１）町域内に震度４の地震

が発生したとき。 

（２）北海道日本海沿岸南部

に「津波注意報」が発表

されたとき。 

地震・津波の情報収集を

行うとともに、災害発生

が予想される場合の職

員参集連絡を速やかに

行える体制 

総務対策部 

産業対策部 

建設対策部 

（各対策部１～２名） 

第２非常配備 

（災害対策部設置） 

（１）町域内に震度５弱又は

５強の地震が発生したと

き。 

（２）北海道日本海沿岸南部

に「津波警報」が発表さ

れたとき。 

（３）町内に地震・津波によ

る被害が発生したとき、

又は発生するおそれがあ

るとき。 

（４）本部長が指示したと

き。 

関係各班所管の人員を

もってあたるもので、状

況によりそれぞれの応

急活動ができる体制 

総務対策部 

住民対策部 

産業対策部 

建設対策部 

教育対策部 

（主査以上） 

ただし、総務対策部の

総務班は全員 

※その他必要に応じ

増員する。 

第３非常配備 

（災害対策部設置） 

（１）町域内に震度６弱以上

の地震が発生したとき。 

（２）北海道日本海沿岸南部

に「大津波警報（特別警

報）」が発表されたとき。 

（３）町内に地震・津波によ

る被害が発生したとき、

又は発生するおそれがあ

るとき。 

（４）本部長が指示したと

き。 

本部全員をもってあた

るもので、総力を挙げて

応急活動に対処する体

制 

全対策部 

（全職員） 

備考：災害の規模及び特性に応じ上記基準によりがたいと認められる場合においては、臨機応変の配備

体制を整えるものとする。 

 

（２）緊急参集等 

    職員は、勤務時間外、休日等において、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがあること

を覚知したときは、直ちに所属、又はあらかじめ指定された場所に参集し配備につくものとする。 
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（３）休日・夜間の連絡体制の確保 

    地震・津波災害時には、初動時の対応が最も重要であることから、町及び防災関係機関は、休

日、夜間においても迅速に初動体制がとれるよう連絡体制を整備するものとする。 

    また、町は、通信の途絶等により職員との連絡が取れない場合を想定した自主参集等について

も、連絡体制の中に定めておくものとする。 
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３ 津波情報等の収集・伝達 

（１）津波警報等の種類及び内容 

津波警報等の

種類 
発表基準 

津波の高さ予想 

の区分 

発表される 

津波の高さ 想定される被害と

取るべき行動 数値で

の発表 

定性的表現

での発表 

大津波警報 

(特別警報) 

予想される津波の高さが

高いところで３ｍを超え

る場合 

10ｍ＜予想高さ 10ｍ超 

巨大 

木造家屋が全壊・流

失し、人は津波によ

る流れに巻き込ま

れる。 

沿岸部や川沿いに

いる人は、ただちに

高台や避難ビル等

安全な場所へ避難

する。 

５ｍ＜予想高さ≦10ｍ 10ｍ 

３ｍ＜予想高さ≦５ｍ ５ｍ 

津波警報 

予想される津波の高さが

高いところで１ｍを超

え、３ｍ以下の場合 

１ｍ＜予想高さ≦３ｍ ３ｍ 高い 

標高の低いところ

では津波が襲い、浸

水被害が発生する。

人は津波による流

れに巻きこまれる。 

沿岸部や川沿いに

いる人は、ただちに

高台や避難ビル等

安全な場所へ避難

する。 

津波注意報 

予想される津波の高さが

高いところで0.2ｍ以上、

１ｍ以下の場合であっ

て、津波による災害のお

それがある場合 

0.2ｍ＜予想高さ≦１ｍ １ｍ (表記なし) 

海の中では人は速

い流れに巻き込ま

れ、また、養殖いか

だが流失し小型船

舶が転覆する。 

海の中にいる人は

ただちに海から上

がって、海岸から離

れる。 

気象庁 津波警報・注意報、津波情報、津波予報について 

 http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/joho/tsunamiinfo.html（最終アクセス日：2021.1.19） 
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（２）津波予報区 

 

 

上ノ国町 
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（３）津波予報等の伝達系統 

 
 

  

北海道警察 
函館方面本部 

函
館
地
方
気
象
台 

札
幌
管
区
気
象
台 

消防庁 

NTT東日本（五反田センタ） 
NTT西日本（松山センタ） 

函館海上保安部 

NHK函館放送局 

携帯電話事業者 

道 
（危機対策課） 

北海道開発局 

檜山振興局 

函館開発建設部 

船舶 

江差警察署 

町 

一
般
住
民
等 

     （二重線）で囲まれている機関は、気象業務法第15条の規定に基づく法定伝達先 
     （太線）は、特別警報が発表された際の気象業務法第15条の２の規定に基づく通

知もしくは周知の措置が義務付けられている伝達経路 
     （点線）は、放送・無線 
     ・緊急速報メールは気象等（大雨、暴風、高潮、波浪、暴風雪、大雪）に関する

特別警報が対象市町村に初めて発表されたときに、気象台から携帯電話事業者
を通じて関係するエリアに配信される。 
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（４）異常現象の通報の受理 

    町は、異常潮位又は異常波浪等の異常現象の通報を受けた場合、直ちに町長・消防署又は警察

官若しくは海上保安官に通報する。また、通報を受けた町長は、速やかに道及び気象官署等関係

機関に通報するものとする。 

 

     通報系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）情報等の収集及び伝達 

    町は、上ノ国町地域防災計画第３章第４節「気象業務に関する計画」の定めるところにより、

防災関係機関の通信機能を総動員し、情報の収集及び伝達を行うものとする。 

  ア 海面監視 

    町は、津波襲来に備えた監視体制について、上ノ国消防署及び上ノ国町消防団等の協力を得て

的確な情報収集を行うものとする。その場合、監視にあたる者の安全確保に十分配慮し、原則と

して津波浸水想定区域の外の高台から監視を実施するものとする。 

  イ 道等への報告 

    町は、自らの対応力のみでは十分な災害対策を講じることができないような災害が発生したと

きは、速やかにその規模を把握するための情報を収集するよう特に留意し、被害の詳細が把握で

きない状況にあっても、迅速に当該情報を道及び国（消防庁経由）への報告に努めるものとする。 

 

   通常時の連絡先 

時間帯 平日(9:30～18:15) 平日(左記時間帯以外)・休日 

報告先 消防庁応急対策室 

消防庁宿直室 

(消防防災・危機管理センター

内) 

NTT回線 
電話 03-5253-7527 03-5253-7777 

FAX 03-5253-7537 03-5253-7553 

消防防災無線 

（注１） 

電話 *-90-49013 *-90-49102 

FAX *-90-49033 *-90-49036 

地域衛星通信 

ネットワーク 

（注２） 

電話 *-048-500-90-49013 *-048-500-90-49102 

FAX *-048-500-90-49033 *-048-500-90-49036 

中央防災無線（注３） 5017 5010 
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   「＊」各団体の交換機の特番を示す。 

   （注１）消防庁と都道府県をつなぐネットワークを示す。 

   （注２）消防庁、都道府県及び地域衛星電話を所有する消防本部等をつなぐネットワークを示

す。 

   （注３）省庁等の指定行政機関、都道府県及び首都圏政令市をつなぐネットワークを示す。 

 

         消防庁災害対策本部設置時の連絡先 

報告先 
消防庁災害対策本部・情報集約班 

（消防防災・危機管理センター内） 

NTT回線 
電話 03-5253-7514 

FAX 03-5253-7553 

消防防災無線

（注１） 

電話 *-90-49175 

FAX *-90-49036 

地域衛星通信

ネットワーク 

（注２） 

電話 *-048-500-90-49175 

FAX *-048-500-90-49036 

中央防災無線 

（注３） 
5010 

 

  ウ 地域住民等への伝達 

    町は、地域住民等に対する津波警報等の情報の迅速かつ正確な伝達を行うための情報伝達手段

として、防災行政無線、北海道防災情報システム、J-ALERT（全国瞬時警報システム）、L-ALERT（災

害情報共有システム）、テレビ、ラジオ、携帯電話（緊急速報メール）、広報車等の多様な伝達手

段を活用し、地域住民、事業所等へ情報を提供できるように整備を推進するものとする。 

 

（６）避難者の安否情報の収集 

    避難場所配置の職員は、避難場所に避難した住民から各地域の情報を把握するとともに家族等

の安否を確認し、本部に報告するものとする。 
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第４章 避難情報の発令 

 

１ 発令基準 

  津波から身を守るためには、一刻も早い避難が必要であることから、町は、「避難指示」のみを発令

するものとする。 

 

避難指示の発令基準 

発令区分 発令基準 避難対象地域の設定基準 

避難指示 大津波警報が発表された場合 津波浸水想定区域内とする。 

津波警報が発表された場合 

津波注意報が発表された場合 漁業従事者、沿岸の港湾施設等で仕事に従

事する者、海水浴客等を念頭に、海岸堤防

等より海側の区域とする。 

避難指示の解除 避難指示発令の基準としている大津

波警報、津波警報又は津波注意報が解

除された段階を基本とする。 

ただし、浸水被害が発生した場合に

は、警報等が解除され、かつ、住宅地

等での浸水が解消した段階を基本と

する。 

 

※遠地地震の場合の避難勧告等については、気象庁が発表する「遠地地震に関する情報」の後に津波警

報等が発表される可能性があることを認識し、避難準備情報、避難勧告の発令を検討するものとする。 

 

２ 伝達方法 

  避難指示の発令は、発令基準に該当する事案を認知した場合は、町長が速やかに行うものとする。

町長が不在あるいは町長に連絡がとれない場合は、副町長、総務課長の順位でこれを代行する。 

 

担当部署 伝達手段 伝達先 

総務課 

北海道防災情

報システムへ

の 入 力 （ L-

ALERT（災害情

報共有システ

ム）経由でマス

メディアへ情

報提供） 

TV放送 視聴者 

ラジオ放送 聴取者 

緊急速報 

メール 
町内に滞在する携帯電話保持者 

防災行政無線（同報系） 住民等 

広報車 住民等（巡回ルート） 
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担当部署 伝達手段 伝達先 

電話 

檜山振興局 

函館開発建設部 

函館地方気象台 

江差警察署等 

上ノ国消防署 

消防車 住民等（巡回ルート） 

警鐘、サイレン 住民等 

防災行政無線（同報系）又は電

話 
消防団 

保健福祉課 電話 要配慮施設、避難支援関係者 

住民課 電話 町内会、自主防災組織 

教育委員会 電話 学校等 

 

３ 伝達文 

（１）避難指示の伝達文の例（大津波警報、津波警報が発表された場合） 

    ■緊急放送、緊急放送、避難指示発令。 

    ■こちらは、上ノ国町です。 

    ■大津波警報（または、津波警報）が発表されたため、●●地区に避難指示を発令しました。 

    ■ただちに海岸や河川から離れ、できるだけ高い場所に緊急に避難してください。 

   ※「津波だ。逃げろ！」というような切迫感のある呼びかけも有効である。 

 

   緊急速報メールの文例（避難指示・北海道防災情報システムを使用した場合） 

    上ノ国町：避難指示 

    00/00 00：00 

    地区：沿岸地区 

    避難所：指定緊急避難場所 

    理由：大津波警報発表 

    備考：沿岸部の方は、直ちに高台等へ避難し、身の安全を確保してください。 

       詳細はテレビ・ラジオ等でご確認ください。 

 

（２）避難指示の伝達文の例（停電や通信途絶等により津波警報等を適時に受け取ることができ

ない状況において、強い揺れ等で避難の必要性を認めた場合） 

    ■緊急放送、緊急放送、避難指示発令。 

    ■こちらは、上ノ国町です。 

    ■強い揺れの地震がありました。 

    ■津波が発生する可能性があるため、●●地域に避難指示を発令しました。 

    ■ただちに海岸や河川から離れ、できるだけ高い場所に緊急に避難してください。 

※「津波だ。逃げろ！」というような切迫感のある呼びかけも有効である。 
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（３）避難指示の伝達文の例（強い地震等で避難の必要性を認めた場合） 

    ■緊急放送、緊急放送、避難指示発令。 
    ■こちらは、上ノ国町です。 
    ■津波注意報が発表されたため、●●地域に避難指示を発令しました。 
    ■海の中や海岸付近は危険です。ただちに海岸から離れて高い場所に緊急に避難してください。 

※「津波だ。逃げろ！」というような切迫感のある呼びかけも有効である。 

 

４ 伝達の確認 

  町は、避難指示の発令及び解除を行った場合は、避難対象地域に確実に伝わっているか再確認する。 

  

6-39



第５章 津波対策の教育・啓発 

 

１ 平常時の津波防災教育 

  町は、津波発生時に円滑な避難を実施するために、津波のおそろしさや海岸付近の地域の津波の危

険性、津波避難計画等について、地域の実情に応じた教育、啓発を継続的かつ計画的に実施するもの

とする。 

  教育、啓発事項は、次のとおりとする。 

 （１）「自らの身の安全は自らが守る」という観点に立って、強い揺れや弱くても長い揺れがあった場

合には津波の発生を想起し、大津波警報等の情報や避難情報を待たずに自らできうる限り迅速に

避難目標地点への避難を開始し、率先して避難行動を取ることを地域住民等に対して周知徹底す

る。 

 （２）家庭、地域（自主防災組織、町内会、消防団、女性団体、事業所等）を対象とした普及啓発を

行い、地域防災力の向上に努める。 

 （３）津波に対する知識と備えを身につけてもらうため、学校教育等を通じ、地震、津波に関する知

識や避難の方法等の津波防災教育の推進を図る。 

特に、津波災害のリスクがある学校においては、避難訓練と合わせた防災教育の実施に努める。 

 （４）平常時における津波災害に対する防災意識の向上を図るため、海抜を表示する標識や避難経路

標識を計画的に設置する。 

 （５）消防団、自主防災組織、ボランティア、事業所の防災担当者等について、普及啓発を行い、地

域防災の要となるリーダーの養成に努める。 

 （６）住民に対し、「最低３日間、推奨１週間」分の食料、飲料水、携帯トイレ・簡易トイレ、トイレ

ットペーパー、ポータブルストーブ等の備蓄、非常持出品（救急箱、懐中電灯、ラジオ、乾電池、

携帯電話充電器等）の準備、自動車へのこまめな満タン給油及び自宅等の暖房・給湯用燃料の確

保等の普及啓発に努める。 

    また、感染症対策として、マスク、消毒液、体温計等、できるだけ自ら携行するよう普及啓発

を行う。 

（７）各地域において、防災リーダーの育成等、自助・共助の取組が適切かつ継続的に実施され

るよう、津波災害・防災気象情報に関する専門家の活用を図る。 

 （８）防災（防災・減災への取組実施機関）と福祉施設等の連携により、高齢者の避難行動に対

する理解の促進を図る。 
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第６章 津波避難訓練の実施 

 

 町は、円滑な避難と津波対策の問題点の検証を行うために、毎年１回以上の津波避難訓練を含めた防

災訓練を実施するよう努めるものとする。特に、避難行動に支障をきたすと考えられる冬期の実施に配

慮するものとする。また、避難訓練は、地域住民が参加しやすい時間に設定するとともに、訓練参加者

には、津波に関する啓発についても実施する。なお、訓練終了後には訓練内容、方法、問題点等の課題

を明らかにし、必要に応じ体制の改善を行うとともに、次回の訓練に反映させるよう務めるものとする。 

 

１ 津波避難訓練の内容 

訓練 訓練の目的 

津波避難訓練 １ 避難計画において設定した避難経路や避難路を実際に避難する

ことにより、ルートや避難標識の確認、避難の際の危険性、避難

に要する時間、避難誘導方法等を把握する。 

２ 夜間訓練等の実施により街灯等の必要性について把握する。 

避難体制の確保に関する訓練 職員の参集、避難指示の伝達、避難誘導、避難場所の開設までの訓練

を実施し、課題を抽出する。 
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第７章 積雪・寒冷地対策 

 

１ 冬期道路交通の確保 

  町は、避難路として指定している路線や緊急輸送道路として活用する道路において円滑な交通網を

確保するため、次の対策を講じるものとする。 

  ・道路管理者は、一般国道、道道、町道の整合性のとれた除雪体制を強化するため、相互の緊密

な連携の下に各々の除雪計画を策定するものとする。 

  ・道路管理者は、除雪体制の向上を図るため除雪関係機械の整備を進めるものとする。 

  ・道路管理者は、雪崩や地吹雪等による交通障害を予防するため、防雪対策の促進を図るものと

する。 

  ・避難階段等の除雪にあたっては、住民組織等の協力を得るものとする。 

 

２ 避難対策、避難生活環境の確保 

  町は、積雪等による孤立するおそれのある集落の把握、避難場所の暖房設備・燃料及び発電機の備

蓄の配備状況を把握するものとする。 

 

３ 電力の確保 

  町は、機能が停止した場合の早期復旧対策を確認するものとする。 

  特に、必要に応じ避難場所の電力容量の拡大に努める。 

 

４ 緊急通信ネットワークの確保 

  町は、通信機器が停止した場合の住民への緊急情報の伝達手段を確認するものとする。 

  特に、停電時の情報の迅速かつ正確な収集・伝達を行うため通信手段の多重化・多様化に努める。 

 

５ 雪崩対策 

  町は、雪崩危険箇所の把握、緊急点検体制、応急対策の実施方法、避難場所への適切な避難誘導等

の確認をするものとする。 

 

６ 吹き溜まり対策 

  町は、吹き溜まり危険箇所の把握、緊急点検体制、応急対策の実施方法、避難場所への適切な避難

誘導等の確認をするものとする。 

 

７ 水門等の作動の確保 

  町は、河川及び水門等の管理者と連携し、通年における作動環境の点検の及び確保に努めるものと

する。 

 

８ 救助・救出体制の強化 

  町は、積雪時において自力脱出困難者の救助・救出が困難となることが想定されることから、救助・
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救出技術の高度化や救助・救出体制の強化に努めるものとする。  
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第８章 その他の留意点 

 

１ 観光客、海水浴客、釣客等の避難対策 

  町は、観光協会や旅館組合等関係団体と共同して、観光客、釣客等へ避難対策を定める。 

（１）情報伝達 

    町は、観光施設、宿泊施設等への情報収集機器（ラジオ、戸別受信機等）や情報伝達機器（放

送設備、サイレン）の設置等により伝達手段を確保するとともに、屋外者に対しては、屋外拡声

器、サイレン等により伝達するものとする。 

（２）避難場所等の確保、看板・誘導標識の設置 

    町は、避難場所を示した案内看板等の設置や観光施設、宿泊施設に上ノ国町津波ハザードマッ

プ等を配付する等、地理不案内の観光客等に対しての啓発に努めるのとする。 

 

２ 避難行動要支援者の避難対策 

  町は、上ノ国町地域防災計画第５章第５節「避難対策計画」の定めるところにより、避難行動要支

援者の避難支援を実施するものとする。 

 

３ 船舶に係る避難対策 

  町は、強い揺れを感じたとき若しくは弱い揺れであっても長い時間ゆっくりとした揺れを感じたと

き又は揺れを感じなくても大津波警報（特別警報）・津波警報・津波注意報が発表されたときの船舶の

避難に係る基本的事項は次のとおりとする。 

（１）津波到達時刻まで時間的余裕がある場合 

荷役等を中止し、港外に避難又は係留を強化（陸揚げ固縛）したのち、安全な場所に避難するよ

う指示する。 

（２）津波到達時刻まで時間的余裕がない場合 

荷役等を中止し、直ちに岸壁等を離れ、安全な場所に避難するよう指示する。 

 

４ 地域コミュニティにおける自主防災組織結成の推進 

  町は、災害発生の防止並びに災害発生時の被害軽減を図るため、「自分達の地域は自分達で守る｣と

いう精神のもとに地域住民、事業所等における自主防災体制の整備、育成を推進するものとする。 

  

6-44



第９章 津波ハザードマップ 

 

 上ノ国町津波ハザードマップは、平成29年に北海道が公表した津波浸水予測図に、津波の危険箇所を

分かりやすく表示し、避難場所、避難路等を記載したものであり、町は、防災訓練や住民説明会等住民

への上ノ国町津波ハザードマップの周知に努め、住民自らがマップに避難経路等を書き込み、普段から

見える所に掲示する等して、いざというときに役立つように啓発に努めるものとする。 
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第１０章 感染症対策 

 
 町は、避難場所の開設にあたっては、新型コロナウイルス感染症を含む感染症対策について、感

染症患者が発生した場合の対応を含め、平常時から防災担当部局と保健福祉担当部局が連携して、

必要な場合には、旅館等の活用等を含めて検討するよう努めるものとする。 
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